様式第3号（第9条の2関係）
　　　　　　　　殿

児童（生徒）名　　　（豊郷町立　　学校　　年　　組）
学校教育法第26条（第26条および第40条）の規定により　　年　　月　　日から　　月　　日まで（　　日間）出席停止を命じる。

　　年　　月　　日

豊郷町教育委員会




	（学校教育法第26条）
市町村の教育委員会は、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
（「生徒」の場合は同法第40条の準用規定）



